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諮問庁：法務大臣 

諮問日：平成２８年９月１４日（平成２８年（行情）諮問第５８１号） 

答申日：平成２８年１２月１日（平成２８年度（行情）答申第５５４号） 

事件名：受刑者に電子辞書の使用を許可する際の具体的な基準を定めた文書

（特定刑事施設）等の不開示決定に関する件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙の２に掲げる文書１ないし８（以下，併せて「本件対象文書」とい

う。）の開示請求につき，文書２及び４の開示請求に形式上の不備がある

として不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」という。）３

条の規定に基づく開示請求に対し，平成２８年６月２３日付け東管発第２

５９１号により東京矯正管区長（以下「処分庁」という。）が行った不開

示決定（以下「原処分」という。）について，その取消しを求める。 

 ２ 審査請求の理由 

   審査請求の理由は，審査請求書及び意見書によると，おおむね以下のと

おりである。 

 （１）審査請求書 

   ア 処分庁は５月３０日付け書面で，請求人に対し，本年（平成２８年。

以下同じ。）６月２２日までに求補正回答をするよう求めていたとこ

ろ，請求人は同月２１日付け文書を発送しており，問題のない対応を

している。 

     にもかかわらず，処分庁は郵送所要日数を勘案することなく，同月

２３日に不開示決定を行った。（５月３０日求補正回答に対する督促

は１度もない） 

     法１０条において，開示決定の期限等を定めているが，この３０日

の期限は「決定通知が３０日以内に請求人に到着していること」を求

めた（定めた）ものではなく，行政機関側で請求が届いた日から３０

日以内に「決定していること」を定めたものである。 

     この条文を援用すれば，本件では既に期限内に文書を発送しており，

郵送所要日数を無視してなした決定は不当である。 

     （なお，処分庁の文書には６月２２日必着とも書いていない） 
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   イ 処分庁が文書特定に資する情報を一切提供していないこと 

     本件請求において，処分庁は，４月２７日付け文書に「別添：開示

請求一覧表」を添付して請求人に送付している。その一覧表からすれ

ば，「１番，東京矯正管区」において，４件の文書を保有していると

いうことである。 

     請求人は処分庁に対し，その４件の文書名の情報を提供するように

求めていた（平成２８年５月２１日付け請求人文書）が，処分庁は一

切提供しなかった。 

     そして，この４件は，法８条の，存否を答えるだけで不開示情報を

開示することとなるものに該当するとは考えられないし，処分庁のそ

の旨の主張もない。 

     通常の手続であれば，自部署の文書の保有の有無，有する場合は文

書名を明らかにした上でそれぞれの文書に応じた請求（手数料）件数

を請求人に連絡し，請求文書を特定して納付する，ということになる

のであるが，本件処分庁は，これらの行程を全て省略して不開示決定

を行った。 

   ウ 処分庁の説明に不足があること 

     処分庁は１８２件（５４６００円）もの手数料を納付するよう求め

ているが，その一方で文書が存在しない可能性も示唆している。（４

月２７日付け処分庁文書４（３））で，その場合の手数料の扱いにつ

いて一切説明していない。 

     とすれば，１８２件分を納付後，１文書も存在せず，全く開示を受

けないままとなることもあり得るが，そうした場合，手数料を全く返

戻しないのか，全て（文書保有せずの連絡を請求人が受けて，請求を

取り下げるとして）返戻するのか，その両方の対応が有り得る，とい

うことである。 

     こうした重大な事実を全く説明せずに一方的に不開示決定をしたこ

とは，法１条に反し違法である。また，法１６条２項にも反する。 

   エ 処分庁は請求人において刑事施設の発信制限や発送手続に時間を要

することを承知の上で，回答の督促をあえて行わず，ただちに不開示

決定を行っており，行政文書開示に閉鎖的であることこの上ない。こ

の姿勢からして違法である。 

 （２）意見書 

   ア はじめに 

     開示請求内容及び不開示決定の経緯については諮問庁（法務省）作

成の理由説明書１，２におおむね記載されているので重複を避け，量

略する。ただし，不足していると思われる点については，この意見書

の中で随時補足しながら意見を述べる。 
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   イ 本件決定の妥当性 

     この項では，ひとまず諮問庁理由説明書３（１）ないし（３）に合

わせて意見を述べることとする。 

   （ア）補正期限の設定 

      本件開示請求の手続は，処分庁において審査請求人（以下，第２

においては「請求人」という）が特定刑事施設の被収容者であるこ

と，および被収容者には発信通数制限等が課せられていて，一般人

とは異なり，いつでも意のままに書面の発信ができないことを十分

に熟知していたものである。 

      請求人はこうした制限のため，当初の平成２８年３月２１日付け

「行政文書開示請求書」（請求人作成）において，「求補正をする

場合は，その〆切を月末として下さい」とあらかじめ記載していた

のである。 

      ところが実際は，処分庁の求補正期限は，４月２２日（金），５

月２３日（月），６月２２日（水）と１度も月末に設定されること

がなく，常に２０日前後に設定されてきた。親族や他の役所・裁判

所等，優先順位により本件より優先すべきものがある場合，本件補

正回答を早目に発信することはできないのであり，６月については

ぎりぎりの発信となっている。 

      さらに，発信には特定刑事施設が書信内容の検閲を行い，ポスト

投函が１～２日遅れることもあるが，そのことは請求人において対

応できるものではなく，特定刑事施設が処分庁の指示・命令を受け

てポスト投函を遅らせることができることを考慮すれば，処分庁の

意志によって不開示決定の状況を作り出すことができるのである。 

      以上から，求補正の期限を月末にあえてせず，自らが定めた期限

に厳格に処理した本件不開示決定は，実に意図的になされたもので

不当である。 

   （イ）手数料納付に係る求補正 

      「対象文書の特定に至っておらず，開示請求書に形式上の不備が

あるとしたことは妥当とは言い難い」とした諮問庁の理由説明書は

その通りであり，不開示決定は不当である。 

   （ウ）対象文書の特定について 

      諮問庁の理由説明書別紙の文書１～８で諮問庁が理由説明してい

るため，便宜上，ここでもその文書１～８の表記を使って意見を述

べることにする。 

      まず諮問庁の理由中，「対象文書が膨大になることが予想され」

としているが，文書１，３，７，８について（Ａ）刑事施設数が多

いから，なのか（Ｂ）１刑事施設にあってもたびたび作成される文
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書であるから，なのか，どちらの趣旨で述べているのか不明である。

（両方とも考えられる）が，文書１，３，７，８の性質からすれば

「基準」，「手続」を定めたもので，かつ現在有効であるものを主

として求めているのであって，現場の刑事施設では，日々，目にし

ているものであり特段の調査を行う必要のないものであるから，文

書名の提示はいたって容易であったはずである。他方，請求人にお

いては，「基準」，「手続」がどのような名称で作成・保有されて

いるのかは当然知り得ず，それ故に「具体的な基準」，「選定手

続」などとして文書の特定に資するよう記載してあったものである。

処分庁にあっては，文書名を容易に提示できるところ，それを請求

人に求めてできなかったことを理由に不開示とした決定は不当であ

る。 

      文書５，６については，もともと請求時点では１つのものであり

（諮問庁理由説明書１，（３）），許可基準の検討と必要性の審査

は一体不可分で同時にできているものと見られる。そうすると，文

書１，３，７，８と同様に“相当の期間”を要することなく容易に

特定できたはずである。これもまた，処分庁が請求人に対し文書の

特定に資する回答のないことを理由に，開示請求書に形式上の不備

があるとして不開示にした決定は不当である。 

      文書２，４については，どのような行政文書を処分庁が保有して

いるかにつき，請求人においては不知であるから，諮問庁が推測す

るものしか文書として該当しないのかどうかにつき判断できない。

しかしながら，電子辞書及びＣＤプレーヤーにつき，世間一般では

ごくふつうにありふれたものではあるが，刑事施設では著しく厳し

く制限しており，特定刑事施設でいえばどちらも個別に申請がいる

ところ，どちらも保有している者を見たことがない。すなわち，現

場では，電子辞書あるいはＣＤプレーヤーを購入した者，と言った

だけで，何らかのファイルを調査するまでもなくまず（現場の職員

において）誰が所持してるのか分かっている，といえる。そして，

その上で，その特定人物の身分帳簿等を調べれば済むものと解され

る。別の視点から言えば，購入（購売）記録からあたりをつけて調

べることもできる。諮問庁は，「請求人から文書の特定に資する回

答を得られなかったため，開示請求書に形式上の不備があることを

理由に不開示にした」ことを妥当としているが，本件請求で不開示

となった後，別途，特定刑事施設に限定して文書４と同内容の開示

請求をしたところ，開示決定がなされた事実からすれば，諮問庁の

主張に理由がなく，不開示決定は不当である。 

      この事実は，ＣＤプレーヤー（もしくは電子辞書）につき，１つ
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の刑事施設に絞って開示請求すれば，開示決定されるのであるから，

４５施設に分けて４５の請求をすれば全てに開示されることになる

が，４５施設を１つの請求文書にまとめて記載をすると不開示決定

される，ということを意味しているものである。請求人からすれば，

どの刑事施設でＣＤプレーヤー（もしくは電子辞書）の使用を認め

ているのか（つまり文書が存在するのか）の情報があれば，施設の

絞りこみがが可能となるが，対象文書の有無の情報が得られない以

上，まとめて請求するよりなく，まとめて請求するのに，４５もの

ほぼ同一（施設名のみ異なる）の請求書を作成しなければならない，

となれば請求手続（文書作成手続）を煩雑なものにしているだけ，

と言わざるを得ない。 

      故に，文書２，４の不開示決定の不当なものである。 

   ウ 行政機関の単位としての問題 

     処分庁及び諮問庁は行政機関を４５としている。しかし，この扱い

（単位）についても疑義がある。行政文書開示請求に係る窓口のない

施設について，行政文書開示請求手続上，１つの独立した行政期間と

して数えるべきではない。諮問庁における庁内各局と何ら区別がつか

ない。本件請求では，特定刑事施設の行政文書開示請求であっても，

特定刑事施設に直接出すことができず，わざわざ埼玉の処分庁に送付

し，開示された文書についても，埼玉の処分庁から送付を受けること

になる。故に，到達主義をめぐる争いまで生じることになる。 

     上記イ（ウ）のＣＤプレーヤーの事例のように，刑事施設を１つに

絞るように請求者に求める（つまり，４５の文書を請求者に作成させ

るように求める）のであれば，窓口を４５に分化させるべきである。 

     なお，文書上でみた場合でも，４５のうち２６が支所であり，通常

支所は本所と同じ文書（本所が作成・保有した文書）によって業務を

行うので文書名を特定する段階で文書が重複することになり，実質的

に調査も請求も支所分については不要となるはずである。 

   エ 処分庁は極力開示請求をさせない姿勢に終始していること 

   （ア）請求文書数を受付段階でどんどん増加させていること 

      請求人の請求内容は，諮問庁理由説明書１の（１）～（４）であ

った。 

      これを処分庁は（１）を２つ，（２）を２つ，（３），（４）を

１つずつの６個の内容に，本件３月３０日時点に分割して，同年４

月２７日時点では更に（３）を２つ，（４）を２つの内容に分割

（（１），（２）は２つずつ）にして合計８個の内容にした。 

   （イ）文書特定のための情報提供は，（請求内容）×（行政機関数）×

３００円／件の手数料前納を必要としたこと 
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      処分庁は，文書特定のための情報提供につき，「現時点において

は請求内容に合致する行政文書名を提示することができません」

（本年５月３０日付文書）などとして，開示手数料の納付を求めて

きたが，その額は，（１）の個数（８個）×４５×３００円といっ

たようなものであった。（一部特定刑事施設に限定しているので，

これよりやや少ない）つまり，上記ウに既述したように，本所と支

所と同一文書で業務を行っていることが明確になった場合は，請求

人は開示請求しない意向であったが，それでも重複分×３００円の

支払を事前に求められ，回答がないところからすれば，その分は請

求しなくとも返却されない，ということになる。 

      また，文書５と文書６についても，２件分の手数料を前納した上

で，「仮に，調整・特定の結果，同一の行政文書ファイルに保有し

ていれば，１件分の開示請求手数料を返戻します」（５月３０日付

け文書，１，（２））とするなど，できうる限り最大限の手数料を

決定前の納入させようとしている。 

   （ウ）（ア），（イ）の対応は，極力多額の費用を事前に請求するなど

して，開示請求自体をさせないようにしようとしているもので，法

１条の目的に反する行為である。 

   オ 以上のとおり，本件決定は文書１ないし８の全てで行政分文書の特

定が不十分であることを理由として不開示としたことは不当であり，

手数料未納，補正期限の設定の点からも不当である。処分庁は開示請

求に対する姿勢を改め，不開示決定を取り消し，文書特定に資する情

報提供を行うことが相当である。 

     また，行政機関単位についても検討が必要である。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

   諮問庁の説明は，理由説明書によると，おおむね以下のとおりである。 

 １ 本件審査請求は，審査請求人が処分庁に対し，行政文書開示請求書によ

り開示請求した， 

 （１）刑事施設での電子辞書の使用に関して， 

   ア 具体的な許可基準を定めた文書 

   イ 許可理由などが記載されるなどして，実際に許可した文書（決裁書

等） 

 （２）刑事施設において，自主学習を目的として第１類以外の者がＣＤプレ

ーヤーを使用するに当たり， 

   ア 具体的な許可基準を定めた文書 

   イ 通信教育を除き，許可理由などの記載があり，実際に許可した文書

（決裁書等） 

 （３）特定刑事施設において，電子辞書の許可基準を具体的に検討した文書
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及び必要性の審査のあり方を検討した文書 

 （４）受刑者に自弁を認める物品で，特定事業者が取扱う商品リスト「全国

統一取扱物品」のうち，どの商品を販売するのか（しないのか）を定

め，変更する基準，決裁者，決裁手続などについて定めた文書 

    （（１），（２）は，東京矯正管区内のすべての刑事施設を対象とし

て，東京矯正管区及び各刑事施設が作成し，保有する文書について請

求するものである。（３）は特定刑事施設のみを対象として請求する

もので，（１）アがない場合においても，その前段となる文書に該当

する。（４）は東京矯正管区内のすべての刑事施設を対象として，法

務省本省が通達した文書を含み，管区及び各刑事施設が作成し，保有

する文書について請求するものである。また，（１）～（４）はすべ

て開示請求日現在および現在までに適用されていたものとする。） 

  について，処分庁は，行政文書不開示決定通知書をもって，開示請求書に

形式上の不備（開示請求手数料の未納等）があり，相当の期間を定めて補

正を求めたが，補正がなされなかったためとして，不開示決定（以下，第

３においては「本件決定」という。）を行ったものに対するものであり，

審査請求人は，補正期限の設定が不当であること，行政文書の特定に資す

る情報の提供がなされなかったこと及び開示請求に係る手数料（以下「手

数料」という。）の取扱いに関する処分庁の説明に不足があること等を理

由として，本件決定の取消し及び文書特定に資する情報の提供を求めてい

ることから，以下，本件決定の妥当性について検討する。 

 ２ 本件決定の経緯等について 

   本件開示請求から本件決定までの経緯等については，以下のとおりであ

る。 

 （１）審査請求人から，処分庁に対し，平成２８年３月２５日受付の行政文

書開示請求書により，１（１）ないし（４）に係る開示請求がなされ

た。 

 （２）当該開示請求書には手数料が１件分同封されており，さらに，請求す

る行政文書の名称等として，１（１）ないし（４）のとおり記載されて

いたところ，その趣旨は必ずしも明確ではなく，また，対象となる行政

文書の範囲が広範であり，請求する行政文書を特定できなかったことか

ら，処分庁は，同月３０日付け求補正書により，審査請求人に対し，請

求内容を具体的にするための求補正を行った。 

 （３）これに対し，同年４月２１日受付で，審査請求人から補正書が送付さ

れたものの，同補正書に記載された内容では，対象文書の特定に至らな

かった。 

 （４）そこで処分庁は，同月２７日付け求補正書（以下「４月求補正」とい

う。）により，審査請求人に対し，同補正書の記載内容を踏まえ，別紙
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の２に掲げる文書１ないし文書８のとおり請求内容を整理した上で，文

書２及び４については，東京矯正管区管内の刑事施設の全受刑者の記録

を調査しなければ特定に至らない等，開示請求の対象範囲が広範かつあ

いまいに過ぎるため，文書の特定が容易になるよう請求内容を再考する

こと及び本件請求については，少なくとも１８２件分の手数料を要する

ためとして，不足する１８１件分の手数料を納付することを求めるとと

もに，本件請求の一部（文書１ないし４，７及び８）は，合計４５の行

政機関を対象とし，かつ，行政文書の作成時期として，いずれも「開示

請求日（本年３月２５日）現在及び現在までに適用されていたもの」と

されており，対象文書が膨大になることが予想されるため，審査請求人

が優先的に必要とする情報が記録された行政文書を抽出（対象施設を絞

ることを含む。）することで，より速やかに開示決定等の処理を行うこ

とができると思料されること等を情報提供した。 

 （５）これに対し，同年５月２６日受付で，審査請求人から補正書が送付さ

れたものの，手数料の算出に係る行政機関の保有する情報の公開に関す

る法律施行令（以下「施行令」という。）１３条２項各号の規定に基づ

く行政文書の件数の考え方について疑義があるとして，手数料の納付は

なされず，また，行政文書を特定するためとして，文書１，３，５ない

し８について，対象となる文書名を明らかにすること並びに文書２及び

４について，処分庁において，一部の刑事施設の一定の期間に限定して

文書の探索を行っているのであれば，当該探索結果について情報提供す

ることを求める旨等の記載がされており，対象文書の特定に至らなかっ

た。 

 （６）処分庁は，同月３０日付け求補正書（以下「５月求補正」という。）

により，補正期限を同年６月２２日と定め，審査請求人に対し，手数料

の算出に係る行政文書の件数の考え方については，例えば，同内容の行

政文書であっても，当該行政文書を保有する行政機関が異なる場合は，

当該行政機関ごとに計上すること，一の行政機関が保有する行政文書で

あっても，行政文書ファイルごとに計上すること等から，本件請求につ

いては，少なくとも１８２件分の手数料を要するためとして，不足する

１８１件分の手数料を納付することを求めるとともに，文書１，３，５

ないし８について，現時点においては対象となる行政文書の特定に至っ

ておらず，文書名を明らかにすることはできないこと，文書２及び４に

ついて，審査請求人が主張する方法による文書の探索は行っていないこ

と等を情報提供した。 

 （７）これに対し，審査請求人から，補正期限までの回答を得られなかった

ため，処分庁は，同月２３日付け行政文書不開示決定通知書をもっ

て，開示請求書に形式上の不備（開示請求手数料の未納等）があり，
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相当の期間を定めて補正を求めたが，補正がなされなかったためとし

て，本件決定を行った。 

 ３ 本件決定の妥当性について 

 （１）補正期限の設定について 

    審査請求人は，審査請求書において，補正期限の設定が不当である旨

主張するが，処分庁は，５月求補正について，補正期限を同年６月２２

日と定め，回答すべき期間を２３日間としているところ，当該期間が不

当に短いといった事情は認められず，法４条２項の「相当の期間」に当

たると解される。 

    なお，審査請求人は同月２１日付けで補正書を発送しており，処分庁

が郵送に係る期間を勘案していない点は不当である旨の審査請求人の

主張については，処分庁は到達主義（民法９７条１項）をとっている

ものであり，不合理な点はない。 

 （２）手数料の納付に係る求補正について 

    施行令１３条１項１号において，手数料の額は，開示請求に係る行政

文書１件につき３００円と定められているところ，処分庁は求補正の

時点において，文書１ないし８について，対象文書の特定に至ってい

ないことから，本来であれば，当該時点において手数料を算出するこ

とはできなかったものと認められ，手数料の納付に係る求補正につい

ては，理由がないものと言わざるを得ず，また，そのことをもって，

開示請求書に形式上の不備があるとしたことは，妥当とは言い難い。 

 （３）対象文書の特定について 

    処分庁は，行政文書不開示決定通知書をもって，「開示請求書に形式

上の不備（開示請求手数料の未納等）があり，相当の期間を定めて補

正を求めたが，補正がなされなかったため」として，本件決定を行っ

ているところ，「開示請求手数料の未納等」とは，手数料の未納及び

行政文書の特定が不十分であることをいうものであることから，以

下，対象文書の特定等の妥当性について検討する。 

    文書２及び４に該当する行政文書が編てつされている行政文書ファイ

ルは，平成１８年５月２３日付け法務省矯成第３２８１号矯正局長通

達「被収容者身分帳簿及び名籍事務関係各帳簿の取扱いについて」に

より，特定の被収容者に係る刑事施設の措置等に関する様々な情報に

ついて，当該被収容者ごとに編てつされる被収容者身分帳簿であるこ

とが推測されるところ，審査請求人は，行政文書の作成時期として，

いずれも「本年３月２５日（開示請求日）現在及び現在までに適用さ

れていたもの」としていることから，東京矯正管区管内の刑事施設に

おいて現在収容されている又は過去に収容されていた全受刑者に係る

被収容者身分帳簿を精査し，文書２及び４に該当する行政文書の有無
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を逐一探索することを要するものと認められ，本件開示請求書等に記

載された文言では，開示請求の対象範囲が広範かつあいまいに過ぎ，

審査請求人が求める行政文書が他の行政文書と識別できる程度に特定

されていると認めることはできない。したがって，文書２及び４につ

いて，処分庁が審査請求人に対し，その必要性について説明した上

で，再三にわたり文書の特定に係る補正を求めたことに不合理な点は

なく，また，審査請求人から文書の特定に資する回答を得られなかっ

たため，開示請求書に形式上の不備があることを理由に不開示とした

ことについても妥当であると認められる。 

    しかしながら，文書１，３，７及び８については，処分庁が求補正書

において説明するとおり，合計４５の行政機関を対象とし，かつ，行

政文書の作成時期として，いずれも「開示請求日（本年３月２５日）

現在及び現在までに適用されていたもの」とされていることから，対

象文書が膨大になることが予想され，本件開示請求書等に記載された

文言では，審査請求人が求める行政文書が他の行政文書と識別できる

程度に特定されていると認めることはできず，本来であれば，文書２

及び４同様，文書の特定に係る補正を明確に求めるべきであったとこ

ろ，処分庁は求補正書において，「一度に大量の開示請求が行われた

場合（略）開示請求者が必要とする情報が記録された行政文書が開示

されるまでに，相応の期間を要することとなります。」として，あた

かも，相応の期間を経過すれば，これらの文書について開示可能であ

るとの誤解を生じかねないような説明をしていることから，これらの

文書について，審査請求人から文書の特定に資する回答を得られなか

ったためとして，開示請求書に形式上の不備があることを理由に不開

示とすることまでは認められないものと言わざるを得ない。 

    また，文書５及び６については，行政文書の作成時期として，いずれ

も「開示請求日（本年３月２５日）現在及び現在までに適用されてい

たもの」とされており，文書の特定に当たっては相応の期間を要する

ことが予想されたものの，これらの文書について，処分庁は求補正書

において，文書の特定に係る補正を明確に求めていたとまでは言い難

く，審査請求人から文書の特定に資する回答を得られなかったためと

して，開示請求書に形式上の不備があることを理由に不開示とするこ

とまでは認められないものと考える。 

 ４ 以上のとおり，本件決定のうち，不開示の理由として，開示請求手数料

の未納を挙げたこと並びに文書１，３及び５ないし８について，行政文書

の特定が不十分であることを理由として不開示としたことについては妥当

とは言い難く，当該部分について取り消すべきであるが，文書２及び４に

ついて，行政文書の特定が不十分であることを理由として不開示とした部
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分については，結論として妥当である。 

   なお，審査請求人は，審査請求書において，文書特定に資する情報の提

供を求めているところ，文書２及び４については，開示請求の対象範囲が

広範かつあいまいに過ぎることから，処分庁が文書特定に資する情報を提

供することは困難であり，文書１，３及び５ないし８については，処分庁

は改めて文書特定に係る補正等を求めるべきであることから，その過程に

おいて，情報提供の在り方を検討することが相当である。 

第４ 調査審議の経過 

   当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

   ① 平成２８年９月１４日   諮問の受理 

   ② 同日           諮問庁から理由説明書を収受 

   ③ 同年１０月５日      審査請求人から意見書を収受 

   ④ 同月２４日        審議 

   ⑤ 同年１１月２９日     審議 

第５ 審査会の判断の理由 

 １ 本件開示請求について 

   本件開示請求は，別紙の１に掲げる（１）ないし（４）の文書の開示を

求めるものである。 

   処分庁は，本件開示請求について，形式上の不備（手数料の未納及び対

象文書の特定が不十分）により，不開示とする決定を行った。 

   これに対し，審査請求人は，補正期限の設定が不当であること及び行政

文書の特定に資する情報の提供がなされなかったこと等を理由として，

原処分の取消しを求めているところ，諮問庁は，原処分中，手数料の未

納により不開示とした部分は取り消すべきであり，対象文書の特定が不

十分であるとして形式上の不備により不開示とした部分のうち，別紙の

２に掲げる文書１，３，５ないし８に係るものについては，取り消すべ

きであるとしているが，文書２及び４に係るものについては，妥当であ

るとしていることから，以下，文書２及び４について対象文書の特定が

不十分であるとして形式上の不備により不開示とした原処分の妥当性に

ついて検討する。 

 ２ 文書２及び４に係る原処分の妥当性について 

 （１）補正期限の設定等について 

   ア 諮問書に添付された求補正に係る文書等によると，求補正の経緯は

おおむね以下のとおりである。 

   （ア）処分庁は，平成２８年３月３０日付けの求補正において，標記文

書に記録された情報は，被収容者個人に関する情報であること等

から，審査請求人が開示を求める情報は不開示処理がなされる可

能性がある旨情報提供した上，これを踏まえて標記文書に係る開
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示請求を維持するかどうかの回答を求めたところ，審査請求人は，

当該開示請求を維持する旨を回答した。 

   （イ）処分庁は，４月求補正（回答期限は平成２８年５月２３日）にお

いて，当該開示請求の対象となる文書は東京矯正管区内の刑事施

設の全受刑者の記録を調査しなければ捜すことができないことか

ら，文書の特定が容易になるよう請求内容について審査請求人に

再考を求めたが，審査請求人は，一部の施設，一定期間に限定し

て調査したか報告を受けているものがあれば，その行政文書につ

いての情報提供と，当該情報提供がない場合は，各刑事施設の被

収容者の分類についての情報提供を求める旨を回答しただけであ

った。 

   （ウ）処分庁は，５月求補正（回答期限は平成２８年６月２２日）にお

いて，４月求補正と同内容の求補正を再度行い，併せて，上記

（イ）の審査請求人からの情報提供の求めに対し，上記（イ）の

「分類」の趣旨が「処遇指標の区分」であるならばとして，それ

についての記載がある通達名を付記した上で，審査請求人が求め

る内容の行政文書は保有していない旨情報提供したが，回答期限

までに審査請求人からのこれに対する回答はなかった。 

   （エ）処分庁は，平成２８年６月２３日付け東管発第２５９１号をもっ

て，文書２及び４を含む本件対象文書について形式上の不備によ

り不開示とする決定を行った。 

   イ 検討 

   （ア）審査請求人は，５月求補正について，処分庁は平成２８年６月２

２日までに求補正に対する回答をするよう求めていたところ，審

査請求人は同月２１日付け文書を発送して回答し，問題のない対

応をしているのに，処分庁は郵送所要日数を勘案することなく，

同月２３日に不開示決定を行った等述べる。 

   （イ）これについて，諮問庁は，５月求補正において，補正期限を平成

２８年６月２２日と定め，回答すべき期間を２３日間としている

ところ，当該期間が不当に短いといった事情は認められず，法４

条２項の「相当の期間」に当たり，また，処分庁が郵送に係る期

間を勘案していない点は不当である旨の審査請求人の主張につい

ては，処分庁は到達主義（民法９７条１項）をとっているもので

あり，不合理な点はないと説明する。 

   （ウ）そこで，上記アの求補正の経緯等を踏まえて検討すると，処分庁

が，５月求補正に先立つ４月求補正において，回答期限を平成２

８年５月２３日とした上で，５月求補正とほぼ同内容の求補正を

行っていることに鑑みると，５月求補正の回答期間の２３日間は，
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法４条２項の「相当の期間」であるといえる。 

   （エ）また，求補正に対する回答に関しては，発信主義によることを定

めた特別の規定はなく，したがって，意思表示の一般法理に従い，

その意思表示が相手方に到達した時に効力が発生すると解するの

が相当であることから，処分庁が，到達主義をとることを前提と

して求補正に対する回答期限を設定したことが，不合理であると

はいえない。 

   （オ）以上のとおり，処分庁による求補正の手続は，法４条２項の規定

に照らしても，不適切な点は認められない。 

 （２）形式上の不備（対象文書の特定が不十分）について 

   ア 審査請求人は，どの刑事施設でＣＤプレーヤー等の使用を認めてい

るかの情報があれば，施設の絞りこみが可能となるが，対象文書の

有無の情報が得られない以上，まとめて請求するほかない等述べる。 

   イ これに対し，諮問庁は，文書２及び４に該当する行政文書ファイル

は，被収容者ごとに編てつされる被収容者身分帳簿であることが推

測されるが，そこに編てつされる書類は通達（「被収容者身分帳簿

及び名籍事務関係各帳簿の取扱いについて」）等により定められた

編てつ順序で，それぞれ時系列順に編てつされることから，審査請

求人が開示を求める「本年３月２５日（開示請求日）現在及び現在

までに適用されていた」文書を特定するためには，東京矯正管区内

において保有する現在収容中又は過去に収容されていた全受刑者分

の被収容者身分帳簿に編てつされた行政文書の全てを逐一確認しな

ければ特定ができない旨説明する。 

   ウ そこで，当審査会事務局職員をして諮問庁に確認させたところ，東

京矯正管区が保有する全受刑者の被収容者身分帳簿の総量は，これ

を横に並べると，全長約５，９８８メートルになるとのことである。 

   エ そうすると，審査請求人が求める，どの刑事施設でＣＤプレーヤー

等の使用が認められているかについての情報は，事柄の性質上，上

記イの諮問庁の説明のとおり，東京矯正管区が保有する被収容者身

分帳簿に編てつされた全ての行政文書を確認しなければ提供できな

いものであると考えられるところ，上記ウのような大量の行政文書

を探索の対象とした場合，行政事務に著しい支障が生じるおそれが

あることは明らかであり，このような場合においては，法４条１項

２号に規定する「行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書

を特定するに足りる事項」として，探索の対象となる行政文書ファ

イル等が特定されるだけでは足りず，更に限定した文書の特定を行

わない限り，請求文書の特定としては不十分であると認められる。 

   オ そして，諮問書に添付されている求補正に係る文書を確認したとこ
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ろ，上記（１）アのとおり，処分庁においては，審査請求人が文書

２及び４に係る開示請求を維持する旨を回答して以降，４月求補正

及び５月求補正において，文書の特定に関する求補正を行っている

ことが認められるが，これに対し，審査請求人から処分庁に対し，

遅くとも５月求補正の回答期限までに，文書２及び４の特定に資す

るような補正を内容とする回答がなされたとは認められない。 

   カ そうすると，文書２及び４に係る開示請求については，開示請求文

書の特定が困難であって，文書の不特定という形式上の不備がある

と認められるところ，処分庁による求補正によっても，当該形式上

の不備は補正されなかったと認めるほかはないことから，文書２及

び４に係る開示請求について，文書の不特定という形式上の不備に

より不開示とした原処分は，妥当である。 

 ３ 審査請求人のその他の主張について 

   審査請求人は，その他種々主張するが，当審査会の上記判断を左右する

ものではない。 

 ４ 付言 

   上記第３の３（２）及び（３）の諮問庁の説明のとおり，処分庁におい

ては，求補正の過程において文書の特定を適切に行うことなく手数料の追

納を求めるなど，本件開示請求に対する求補正の対応につき，適切さを欠

く点があったといわざるを得ない。処分庁においては，今後，開示請求に

係る求補正の手続に際しては，対象となる文書の有無等について的確に把

握し，適切な対応をすることが望まれる。 

 ５ 本件不開示決定の妥当性について 

   以上のことから，本件対象文書の開示請求につき，本件開示請求に形式

上の不備があるとして不開示とした決定については，文書２及び４の開示

請求には，行政文書の不特定という形式上の不備があると認められるので，

不開示としたことは妥当であると判断した。 

（第１部会） 

委員 岡田雄一，委員 池田陽子，委員 下井康史 
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別紙 

 

１ 本件開示請求 

（１）刑事施設での電子辞書の使用に関して， 

  ア 具体的な許可基準を定めた文書 

  イ 許可理由などが記載されるなどして，実際に許可した文書（決裁書

等） 

（２）刑事施設において，自主学習を目的として第１類以外の者がＣＤプレー

ヤーを使用するに当たり， 

  ア 具体的な許可基準を定めた文書 

  イ 通信教育を除き，許可理由などの記載があり，実際に許可した文書

（決裁書等） 

（３）特定刑事施設において，電子辞書の許可基準を具体的に検討した文書及

び必要性の審査のあり方を検討した文書 

（４）受刑者に自弁を認める物品で，特定事業者が取扱う商品リスト「全国統

一取扱物品」のうち，どの商品を販売するのか（しないのか）を定め，変

更する基準，決裁者，決裁手続などについて定めた文書 

   （（１），（２）は，東京矯正管区内のすべての刑事施設を対象として，

東京矯正管区及び各刑事施設が作成し，保有する文書について請求するも

のである。（３）は特定刑事施設のみを対象として請求するもので，

（１）アがない場合においても，その前段となる文書に該当する。（４）

は東京矯正管区内のすべての刑事施設を対象として，法務省本省が通達し

た文書を含み，管区及び各刑事施設が作成し，保有する文書について請求

するものである。また，（１）～（４）はすべて開示請求日現在および現

在までに適用されていたものとする。） 

 

２ 本件対象文書 

  文書１ 受刑者に電子辞書の使用を許可する際の具体的な基準を定めた行

政文書（本年３月２５日（開示請求日）現在及び現在までに適用

されていたもの）（東京矯正管区，同管区所管の刑務所，少年刑

務所，拘置所，刑務支所及び拘置支所） 

  文書２ 受刑者に電子辞書の使用を許可した際の許可理由が記録された行

政文書（本年３月２５日（開示請求日）現在及び現在までに適用

されていたもの）（東京矯正管区，同管区所管の刑務所，少年刑

務所，拘置所，刑務支所及び拘置支所） 

  文書３ 自主学習を目的として，第一類以外の受刑者にＣＤプレーヤーの

使用を許可する際の具体的な基準を定めた行政文書（本年３月２

５日（開示請求日）現在及び現在までに適用されていたもの）
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（東京矯正管区，同管区所管の刑務所，少年刑務所，拘置所，刑

務支所及び拘置支所） 

  文書４ 自主学習を目的として，第一類以外の受刑者にＣＤプレーヤーの

使用を許可（通信教育を除く。）した際の許可理由が記録された

行政文書（本年３月２５日（開示請求日）現在及び現在までに適

用されていたもの）（東京矯正管区，同管区所管の刑務所，少年

刑務所，拘置所，刑務支所及び拘置支所） 

  文書５ 受刑者に電子辞書の使用を許可する際の基準について検討した記

録が記載された行政文書（本年３月２５日（開示請求日）現在及

び現在までに適用されていたもの）（特定刑事施設） 

  文書６ 受刑者に電子辞書を使用させる必要性に係る審査要領について検

討した記録が記載された行政文書（本年３月２５日（開示請求

日）現在及び現在までに適用されていたもの）（特定刑事施設） 

  文書７ 受刑者に自弁を認める物品で，特定業者が取り扱う商品リスト

「全国統一取扱物品」のうち，どの商品を販売するか（しないの

か）を選定（変更含む。）する際に係る手続及び決裁方法につい

て定めた行政文書（本年３月２５日（開示請求日）現在及び現在

までに適用されていたもの）（東京矯正管区，同管区所管の刑務

所，少年刑務所，拘置所，刑務支所及び拘置支所） 

  文書８ 受刑者に自弁を認める物品で，特定業者が取り扱う商品リスト

「全国統一取扱物品」のうち，どの商品を販売するか（しないの

か）を選定（変更含む。）することについて，法務省から指示を受

けている通達文書（本年３月２５日（開示請求日）現在及び現在ま

でに適用されていたもの）（東京矯正管区，同管区所管の刑務所，

少年刑務所，拘置所，刑務支所及び拘置支所） 

 




